
平成 23 年 12月 補正予算要求事業調書
１　予算要求事業の概要
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　経済的理由により就学困難と認められる学齢生徒の保護者に対し、学校生活に必要な費用の
一部を援助するものです。
　なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した生徒に係る就学援助費につい
ても要求します。

<目的>
　家庭の経済的理由により学齢生徒の教育を受ける機会が損なわれないようにするため、必要
な援助を行っています。

<目標>
　就学援助を必要とする保護者から毎年度申請を受け付け、継続して事業を実施しています。

<現状(平成22年度末)>
・認定生徒数 　3,323人
・認定率 　10.64％
・就学援助費決算額 　171,556,767円

<課題>
　東日本大震災による被災生徒の受け入れや、景気低迷による雇用不安などの経済状況により
対象となる生徒数が増加しています。
平成20年度末 2,818 人 9.10 ％
平成21年度末 3,044 人 9.73 ％
平成22年度末 3,323 人 10.64 ％
平成23年8月 3,349 人 10.57 ％

　就学援助を必要とする保護者に制度を有効に利用してもらうため、学校と連携しながら周知
徹底を図るとともに、制度の維持に努めてまいります。
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２　補正予算要求の理由と効果
　東日本大震災による被災生徒の受け入れや、景気低迷による雇用不安などの
経済状況により対象となる生徒数が増加しており、当初見込みを上回ったため、
就学援助費の支給に係る予算が不足しています。

根拠法令等
学校教育法第19条
政令市：全市実施 （学校教育法第19条に基づき全国の市町村で実施）
県内他市：全市実施 （学校教育法第19条に基づき全国の市町村で実施）

対象者 経済的理由により就学困難と認められる学齢生徒の保護者
学齢生徒の就学が保障され、義務教育が円滑に実施されます。

３　補正前予算と補正予算要求の内容 (単位：千円）
金　額

<積算内訳>
１　学用品費・修学旅行費・通学費等

23 ① 国庫支出金 4,188
② 一般財源 173,784

・国庫補助金　補助率　１／２（修学旅行費の一部）

<積算内訳>
１　学用品費・修学旅行費・通学費等

① 国庫支出金 825
② 県支出金 1,264
③ 一般財源 241

・国庫補助金　補助率　１／２（修学旅行費の一部）
・県補助金　補助率　10／10（被災児童生徒就学等支援事業）
<査定内容>

12 １　学用品費・修学旅行費・通学費等

① 国庫支出金 825
② 県支出金 1,264
③ 一般財源 241

・国庫補助金　補助率　１／２（修学旅行費の一部）
・県補助金　補助率　10／10（被災児童生徒就学等支援事業）

<査定理由>

<査定内容>
１　学用品費・修学旅行費・通学費等

① 国庫支出金 825
② 県支出金 1,264
③ 一般財源 241

・国庫補助金　補助率　１／２（修学旅行費の一部）
・県補助金　補助率　10／10（被災児童生徒就学等支援事業）

<査定理由>

　就学援助を必要とする保護者に対し、扶助費を支給するために必要な経費と判断し、12月補正予
算に計上することとしました。
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　財政局長査定の内容及び理由について、適正と認められるため、財政局原案のとおりとしまし
た。
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